
○玉野市空き家改修事業補助金交付要綱 

平成25年３月29日 

告示第98号 

改正 平成25年９月27日告示第297号 

平成27年３月31日告示第155号 

令和２年３月17日告示第55号 

令和４年８月２日告示第279号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、空き家の有効活用による本市への定住促進及び地域の活性化を図ることを

目的とし、玉野市空き家情報提供制度に関する要綱（平成25年玉野市告示第97号。以下「制度

要綱」という。）第２条第２号に規定する空き家情報提供制度（以下「情報提供制度」という。）

に登録された空き家の所有者又は当該空き家の入居者が行う当該空き家に居住するために必要

な改修等に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することに関して、補助

奨励金交付規程（昭和63年玉野市告示第135号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（一部改正〔平成25年告示297号〕） 

（定義） 

第２条 この要綱で、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 

(１) 定住 永く住むことを前提に、本市の住民基本台帳に記載され、かつ、生活の本拠が本

市にあることをいう。 

(２) 空き家 情報提供制度に登録された住宅で、現に居住する者がいないものをいう。 

(３) 所有者 制度要綱第２条第５号に規定する空き家登録者で、情報提供制度を通じ、空き

家を売却し、贈与し、賃貸し、又は貸与するものをいう。 

(４) 入居者 制度要綱第２条第７号に規定する利用登録者で、情報提供制度を通じ、空き家

を購入し、受贈し、又は借用するものをいう。 

(５) 市内業者 補助金の交付申請日において、本市の区域内に事業所等を有し建築業等を営

む法人又は個人をいう。 

(６) 改修等 空き家の機能又は性能を維持又は向上を目的とした修繕、補修、更新、取替え

等を行うこと又は必要な機能を追加することをいう。 

（一部改正〔平成25年告示297号・27年155号・令和２年55号・４年279号〕） 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次条に規定するこ

の補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）が、情報提供制度を通じて購

入し、受贈し、又は貸借した空き家（以下「補助対象住宅」という。）について市内業者（上

水道に関する施工にあっては、玉野市水道事業給水条例（平成10年玉野市条例第13号）第７条

に定める指定給水装置工事事業者に、公共下水道に関する施工にあっては、玉野市公共下水道

条例（昭和55年玉野市条例第24号）第６条に定める指定工事店に限る。）が施工する改修等で、

次に掲げるものとする。 

(１) 補助対象住宅の増改築 

(２) 台所、浴室、便所、洗面所等の改修等 

(３) 給排水、電気、ガス設備等の改修等 



(４) 内装、屋根、外壁等の改修等 

(５) バリアフリー化のための改修等 

(６) その他市長が必要と認める改修等 

（一部改正〔平成27年告示155号・令和４年279号〕） 

（補助対象者） 

第４条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(１) この補助金の交付を申請した日において、補助対象住宅の売買契約日、最初の賃貸借契

約日、贈与契約日又は最初の使用貸借契約日から１年を経過しないこと。 

(２) 第10条に規定する実績報告を行う日において、補助対象住宅に居住している入居者又は

補助対象住宅の所有者であること。 

(３) 第２条に規定する所有者及び入居者が２親等以内の親族でない者 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が市税を滞納している場合は、

補助対象者としない。 

（一部改正〔平成27年告示155号・令和２年55号・４年279号〕） 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象者が補助対象事業に要した経費（取引に係る消費税額及び地方

消費税の額を含む。以下「補助対象事業費」という。）の総額に２分の１を乗じて得た額（1,000

円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）とし、50万円を限度とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象事業が国、県又は本市の他の制度による補助金を受けて

いる場合は、当該補助金の対象経費を補助対象事業費から控除する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、補助対象住宅が店舗併用住宅である場合は、補助対象事業費を

居住部分の面積であん分して得た額を補助対象事業費とする。 

４ 補助金の交付は、一の補助対象住宅につき、前条第１項第１号に定める間は、第１項に定め

る額を限度として受けることができるものとする。ただし、入居者の転居等により空き家とな

り、再度、情報提供制度を通じて所有者又は入居者に変更があった場合は、この限りでない。 

（一部改正〔平成27年告示155号〕） 

（補助金の交付方法） 

第５条の２ 補助対象者が交付を受ける補助金については、当該補助金の受領を委任する施工業

者に対し支払うものとする。 

（追加〔平成27年告示155号〕） 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助対象事業の着手前に所定の空き家改

修事業補助金交付申請書に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、市長に申請しなければなら

ない。 

(１) 入居者の住民票の写し 

(２) 補助対象住宅の売買契約書、贈与契約書、賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し 

(３) 補助対象者の市区町村民税納税証明書 

(４) 補助対象事業費が確認できる書類の写し（内訳を含む。） 

(５) 補助対象事業を実施する予定箇所の位置及び補助対象事業を実施する予定内容の詳細が

分かる書類の写し 

(６) 補助対象予定箇所の現況写真 



(７) 補助対象住宅の改修等に関する承諾書の写し（売買契約又は贈与契約の場合を除く。） 

(８) 補助金の受領に係る委任状 

(９) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（一部改正〔平成27年告示155号〕） 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定により申請された書類等の審査及び必要に応じて行う実地調査等に

より、補助金を交付することが適当であると認めたときは、所定の空き家改修事業補助金交付

決定通知書により申請者に通知する。 

（補助対象事業費の変更等） 

第８条 前条の規定による通知を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、補助対象事

業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、所定の空き家改修事業補助金変更等申請書

により市長に申請しなければならない。 

（交付決定の変更等） 

第９条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取り消したときは、所定の空き家改修事業補

助金交付決定変更通知書により交付決定者に通知する。 

（実績報告） 

第10条 交付決定者は、補助対象事業の完了後速やかに所定の空き家改修事業補助金実績報告書

に、次に掲げる関係書類を添えて市長に報告しなければならない。 

(１) 入居者の住民票の写し 

(２) 補助対象事業費の支払が確認できる書類の写し 

(３) 補助対象事業を実施した箇所の位置及び補助対象事業を実施した内容の詳細が分かる書

類の写し 

(４) 補助対象事業を実施した箇所の着手前及び完成後の写真 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（一部改正〔平成27年告示155号〕） 

（補助金の額の確定） 

第11条 市長は、前条の規定により報告された書類等の審査及び必要に応じて行う実地調査等に

より、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助

金の額を確定し、所定の空き家改修事業補助金確定通知書により交付決定者に通知する。 

（補助金の請求） 

第12条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けた後、速やかに所定の空き家改修事業補助

金交付請求書により市長に請求するものとする。 

（補助金の交付） 

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付を請求されたときは、速やかに補助金を交付決

定者に交付するものとする。 

（補助金の返還等） 

第14条 市長は補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、特別の事情があると市長が認めた場合は、

この限りでない。 

(１) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。 

(２) 補助金の交付を受けた日から起算して３年以内に補助対象住宅から転居したとき。 



(３) 市区町村税を滞納したとき。 

(４) この要綱及びこの要綱の規定に基づく市長の指示又は命令に違反したとき。 

(５) 補助事業の遂行ができないとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既

に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。 

（一部改正〔令和２年告示55号〕） 

（取消額の算定） 

第15条 市長は、前条第１項第２号の規定により交付決定を取り消したときは、補助金額に、３

年からその命令に係る補助金の交付の日から取消しの日までの年数（１年に満たない端数があ

るときは、これを切り捨てるものとする。）を控除した年数を３で除した率を乗じた額（1,000

円に満たない端数があるときはこれを切り捨てるものとする。）の返還を命じることができる。 

（一部改正〔平成27年告示155号・令和４年279号〕） 

（期間の計算） 

第16条 第４条及び前条における期間の計算は、民法（明治29年法律第89号）第143条に定めると

ころによる。 

（関係書類等の保存） 

第17条 補助金を受けた者は、関係書類等を当該補助金の交付後３年間保存しなければならない。 

（一部改正〔令和４年告示279号〕） 

（その他） 

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年９月27日告示第297号）抄 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成25年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に、既に空き家情報提供制度に登録している空き家については、この

要綱により登録しているものとみなす。 

附 則（平成27年３月31日告示第155号） 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月17日告示第55号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年８月２日告示第279号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

 


